
次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画

根拠：次世代育成支援対策推進法 根拠：子ども・子育て支援法

(平成15年7月、10年間の時限立法) （平成24年8月）

H17 ～ H２１ 次世代育成支援行動計画

H２２ ～ H２６ 次世代育成支援行動計画

H２７ ～ H３１ 子ども・子育て支援事業計画

H３２ ～ H３６ 子ども・子育て支援事業計画

↓以降５年毎に作成

これまでの状況

H17 ～ H２１ 次世代育成支援行動計画

H２２ ～ H２６ 次世代育成支援行動計画

H２７ ～ H３１ 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 → 一体的に策定

H３２ ～ H３６ 次世代育成支援行動計画 子ども・子育て支援事業計画 → 一体的に策定

↓以降５年毎に作成

次世代育成支援対策推進法の延長について

　子ども・子育て支援事業計画と比べ、次世代育成支援行動計画の方が内容は
幅広い。子ども・子育て支援事業計画に含まれない部分について今後も子育て支
援施策として重要であることには変わりはないため、これまで基本的に次世代育
成支援行動計画の内容は引き継ぐ方針で策定作業を進めてきた。
　次世代育成支援対策推進法が延長されたことにより、次世代育成支援行動計
画としても位置付けることとし、一体的に計画を策定する。

これまで 

平成２６年４月、次世代育成支援対策推進法の 

１０年間の延長が可決、成立 

（ただし次世代育成支援行動計画策定は任意に） 

これから 
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